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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成20年11月14日に提出いたしました第129期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月
30日）の四半期報告書の記載事項に一部追加すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期
報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２【訂正事項】
　第一部　企業情報
　　第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表
　　　　　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

 
３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　　を付して表示しております。

 
（訂正前）
　　－　（記載なし）

 
（訂正後）
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
 当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月 1日
至　平成20年９月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
たな卸資産
　貯蔵品（梱包資材）については、従来、最終仕入
原価法によっておりましたが、第１四半期連結会
計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　
企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により
算出しております。
　これによる損益への影響はありません。
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